
議事１）
大型車両を取り巻く課題への対応（案）

＜第11回 大型車通行適正化に向けた関東地域連絡協議会（書面開催）＞

令和２年７月１３日（月）～７月２０日（月）

資料２
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１．大型車両に関する最近の動き

№ 課 題 取 組 時期(参考)

①
特殊車両通行許可
審査日数の長期化

①－１ 特車通行許可の審査日数の推移 2014/4～

①－２ 迅速化に向けたこれまでの主な取組（制度関係） 2019/4～

①－３ 迅速化に向けたこれまでの主な取組（デジタル化関係） 2017/4～

①－４ オンライン個別協議システム 2020/6～

②
特殊車両通行許可
基準・運用の緩和

②－１ 重要物流道路制度の創設 2019/5～

②－２ 国際海上コンテナ車（40ft背高）特殊車両通行許可不要区間 2019/7～

②－３ 車両長の緩和（ダブル連結トラック運用） 2019/1～

②－４ 特殊車両通行許可基準（車両幅）の改訂 2019/1～

②－５ 特殊車両通行許可基準（はみ出し）の緩和 2019/1～

②－６ 特車ゴールド制度の運用改善 2019/3～

②－７ 通行時間帯（夜間）指定条件の合理化について 2019/6～

③
悪質な重量超過車両
の走行

③－１ 悪質な重量制限違反者への告発 2016/2～

③－２ 大口・多頻度割引停止措置見直し 2017/4～

③－３ 荷主勧告制度の運用改善 2018/7～

③－４ 重量物輸送に係る基準の見直し 2017/7～

③－５ 過積載車両の荷主対策 2019/4～

大型車両に関する全体的な課題の状況と、それに対応する取組の現状について整理した。
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２．具体的な取組内容

①－１ 特車通行許可の審査日数の推移

出典：令和元年11月1日第71回基本政策部会資料

直近23.2日
（R2.3月）

最大55.6日
（H30.1月）

（一部追加）
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２．具体的な取組内容

①－１ 特車通行許可の審査日数の推移

出典：令和元年11月1日第71回基本政策部会資料
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２．具体的な取組内容

①－２ 迅速化に向けたこれまでの主な取組（制度関係）

出典：令和元年11月1日第71回基本政策部会資料
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２．具体的な取組内容

①－３ 迅速化に向けたこれまでの主な取組（デジタル化関係）

出典：令和元年11月1日第71回基本政策部会資料
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２．具体的な取組内容

①－３ 迅速化に向けたこれまでの主な取組（デジタル化関係）

出典：令和元年11月1日第71回基本政策部会資料
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２．具体的な取組内容

①－４ オンライン個別協議システム
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２．具体的な取組内容

②－１ 重要物流道路制度の創設

～
特
車
許
可
基
準
・
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善
の
取
組
～

出典：令和元年10月29日第20回物流小委員会資料
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２．具体的な取組内容

②－２ 国際海上コンテナ車（40ft背高）特殊車両通行許可不要区間

～
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出典：令和元年10月29日第20回物流小委員会資料



11

２．具体的な取組内容

②－３ 車両長の緩和（ダブル連結トラック運用）

～
特
車
許
可
基
準
・
運
用
改
善
の
取
組
～

令和元年8月8日～
東北から九州まで対象路線を拡充

平成31年1月29日より
新東名を中心に本格導入
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２．具体的な取組内容

②－４ 特殊車両通行許可基準（車両幅）の改訂
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２．具体的な取組内容

②－５ 特殊車両通行許可基準（はみ出し）の緩和
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２．具体的な取組内容

②－６ 特殊ゴールド制度の運用改善

～
特
車
許
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・
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善
の
取
組
～

従来は、複数台のトラクタをまとめた申請ができませんでしたが、今回の改正
（平成31年3月25日）により包括申請が可能となりました。
（「車種」、「荷物」、「通行期間」が同一の場合）
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２．具体的な取組内容

②－７ 通行時間帯（夜間）指定条件の合理化について

～
特
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・
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～



２．具体的な取組内容

③－１ 悪質な重量違反者の告発

～
悪
質
な
重
量
違
反
車
両
へ
の
取
組
～

③－２ 大口・多頻度割引停止措置見直し

■H27.2～
悪質な重量制限違反者への即時告発

■H29.４～
高速道路等における大口・多頻度割引

停止措置等の見直し

（出典）中日本高速道路㈱HP

道路構造物へ与える影響が大きい重量超過車
両の違反に対する措置をより厳しく見直し

16

基準の２倍以上の重量超過の違反
が現地取締で確認された場合は、

告発（レッドカード）に。
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２．具体的な取組内容

③－３ 荷主勧告制度の運用改善

～
悪
質
な
重
量
違
反
車
両
へ
の
取
組
～

③－４ 重量物輸送に係る基準の見直し

■H29.7～荷主勧告制度の運用改善

【課題】
• 荷主勧告や警告の判断基準が不明確で

あったため、荷主関与の有無について判断
が困難。

• 行政処分が前提となっていたため時間を要
し荷主へ早期の働きかけも困難。

荷主勧告の発動基準等を明確化
法令違反情報を基に迅速に協力要請へ

【課題】
• 単体物に係る基準緩和トレーラ車両で、バラ積み輸

送や特車通行許可未取得等により、重大事故を発
生させる事案あり。

• 公平な競争環境が確保されず、法令を遵守する事
業者に強い不満が発生。

■H29.7～重量物輸送に係る基準緩和の見直し

継続緩和認定の延長
悪質な違反行為に対する指導・処分強化
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２．具体的な取組内容

③－５ 過積載車両の荷主対策

～
悪
質
な
重
量
違
反
車
両
へ
の
取
組
～

■H29.12～基地取締時の荷主情報の聴取（直轄国道で試行）
■H30.1～特車申請時における荷主名の記載（直轄国道で試行）
■H31.4～本格運用開始

出典：令和元年6月27日第19回物流小委員会資料



審査日数の推移

○ 申請件数の増加に伴い、審査日数が長期化する中、迅速化に
向けた取組みにより、５年前の水準までは短縮したが、更なる短
縮は困難な状況

許可件数の推移

○ ドライバー不足等に伴う車両の大型化の進展により、許可件数が
増加（直近の５年間（H27年度からR元年度）で約1.6倍）

現行制度の抜本的見直しが必要

① 特殊車両通行許可制度の現状
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３．物流生産性の向上のための特殊車両の新たな通行制度の創設 【道路法、道路特措法】
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実
際
の

通
行

行
政
の
手
続

通
行
時/

通
行
後

事
業
者
の
手
続

② デジタル化の推進による新たな特殊車両通行制度の導入

申 請
（１経路毎）

許 可 （申請した１経路のみ）

通行可能な全経路の通知（ウェブ上で即時に地図表示）

車両の登録
（１回のみ）

経路の検索（請求）
（ウェブでいつでも検索可能）

審 査 協 議（地方公共団体）

決裁・許可証発行

通 行
（許可を受けた１経路を通行可）

通 行
（通行可能な全経路を通行可）

経路車両情報 重量

申請内容

入力情報

車両情報

入力情報

発着地 重量

ETC2.0
重量の

把握方法

発着地

約
30
日
（現
状
）

即
時

※システムやデータの管理の一元化のため、外部機関（指定機関）にアウトソーシング可能

情報が電子データ化された道路について国が一元的に処理

※老朽化した
橋梁等は非通知

WIM（自動計測装置）による取締り

導入する新制度

・ETC2.0を活用した経路確認
・運送依頼書等による重量確認

取締基地における取締り

※手作業

現行（許可）制度

特殊車両の通行手続き

経路

・取締基地における取締り
・WIMによる取締り

３．物流生産性の向上のための特殊車両の新たな通行制度の創設 【道路法、道路特措法】
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４．関東地域の課題の再確認

対策を実施又は継続的に実施する課題

広報
対応

取締
対応

迅速化
対応 課 題

1-① 特車制度の周知

1-② 協会等非加盟事業者に対する広報手段

2-① 違反車両の交通安全対策

3-① 3-① 荷主対策

4-① 特車申請の許可期間短縮

関東地域における大型車通行の適正化に関する課題の再確認と、その対策について整理した。
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４．関東地域の課題の再確認

課 題

広
報
対
応

1-① 特車制度の周知

（１）今年度実施する特車制度周知の課題への対応（案）を以下に示す。

課題への対応（案）

対象者 取組内容

広
報
対
応

社会一般

• ラジオCM（NACK5）による広報活動
• 連絡協議会ホームページ上にアンケートフォーム（URL）を設置し、
一般向けのWebアンケートを実施

• 特車総合ツイッターでの広報実施

運送事業者
（協会加盟社）

• 連絡協議会委員（関係企業団体）が発行するメルマガ、機関紙等
への寄稿

荷 主
• 荷主団体に対して説明会を開催
（または、）荷主団体を通じて啓発資料・チラシ等を会員企業へ配布
• 荷主団体が発行するメルマガ、機関紙等へのチラシ等の掲載
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４．関東地域の課題の再確認

（２）今年度実施する非加盟事業者の課題への対応（案）を以下に示す。

課題への対応（案）

対象者 取組内容

広
報
対
応

協会等非加盟
事業者

• 特殊車両の製造メーカーにチラシ等を配布
• 一般貨物運送事業の許可交付時に、特殊車両を利用する運送事業者
に対して、チラシを配布

課 題

広
報
対
応

1-② 協会等非加盟事業者に対する広報手段



24

４．関東地域の課題の再確認

課 題

広
報
対
応

2-① 違反車両の交通安全対策

（３）今年度実施する違反車両の交通安全の課題への対応（案）を以下に示す。

課題への対応（案）

対象者 取組内容

広
報
対
応

荷主・運送事業者
及び大型車ドライ
バー

• 警察や全日本トラック協会が実施する大型車両の交通事故防止対策運動等に対
して、連絡協議会委員（警察及び運送事業者関連等）による大型車両の交通
安全対策の取組内容（チラシ）の検討

出典：（公社）全日本トラック協会
「2019年1～12月の交通事故統計分析結
果～発生地別～」
※）大型車の死亡事故の割合は全国の

事業用車両事故件数の59.8％
（前年56.7%）
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４．関東地域の課題の再確認

課 題

広
報
対
応

取
締
対
応

3-① 荷主対策

（４）今年度実施する荷主対策の課題への対応（案）を以下に示す。

課題への対応（案）

対象者 取組内容

広
報
対
応

荷 主
• 荷主団体に対して説明会を開催
（または、）荷主団体を通じて啓発資料・チラシ等を会員企業へ配布

• 荷主団体が発行するメルマガ、機関紙等へのチラシ等の掲載

取
締
対
応

運送事業者
を介した
荷主対策

• 車両制限令違反の現地取締時にドライバーに対して積載貨物及び荷主
名聴取の協力を依頼

• 特車申請時に申請書への荷主名記載の協力依頼
（荷主と申請者との関係と証する書面を提出：契約書や輸送依頼書等）
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４．関東地域の課題の再確認

課 題

迅
速
化
対
応

4-①

特車申請の増加に伴い、許可審査に要する日数が掛かっているため、短縮化を図る

（５）今年度実施する特車申請の許可期間短縮の課題への対応（案）を以下に示す。

課題への対応（案）

迅
速
化
対
応

対象者 取組内容

道路管理者
及び申請者

• 平成29年度に通行許可迅速化検討部会を立ち上げ、迅速化の課題に対
する意見交換を実施してきたが、今年度は、申請者の申請書不備による差
し戻し削減や道路情報便覧収録の促進について意見交換を実施予定

道路管理者 • 個別協議の期間短縮や道路情報便覧の収録化について意見交換

出典：国土交通省
第65回基本政策部会資料を修正

※）平成29年度をピークとして、道路情報便覧収録や審査期間短縮に向けた審査窓口の
努力により短縮化されたが、引き続き目標に向けて短縮化を目指す。

平
均
審
査
日
数
（
日
）

審査日数
約50日

約23日

（年度）


